
群馬労働局の取組 トピックス（令和6年6月26日配信）

（アルバイトの労働条件を確かめよう）
（自分らしい夏休みで素敵な体験をたくさんしよう）

発信者 雇用環境・均等室

〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

① アルバイトの労働条件を確かめよう！キャンペーン中です。



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕

雇用環境・均等室

② この夏は休みをつなげて心身ともにリフレッシュ

年次有給休暇を取得しやすい環境づく
りに取り組みましょう。
計画的な業務運営や休暇の分散化にも
役⽴つ年次有給休暇の計画的付与制度
（※１）や、労働者の様々な事情に応じ
た柔軟な働き方・休み⽅に役⽴つ時間単
位の年次有給休暇（※２）を活用して、
働き方・休み⽅を⾒直しましょう。
群馬働き方改革推進支援センター

（tel︓0120-486-450）では、各種休暇
制度の導⼊や就業規則の⾒直し、助成⾦
の活用等について、無料で⽀援していま
す。

●年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-
holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-
sokushin/

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、
５日を除いた残りの日数については、労
使協定を締結すれば、計画的に取得日を
割り振ることができる制度です。
（※２）年次有給休暇の付与は原則１日
単位ですが、労使協定を締結すれば年５
日の範囲内で時間単位の取得が可能とな
ります。


